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政治資金収支報告書記載要領（令和７年分用）
秋田県選挙管理委員会

☆ この記載要領の目次
Ⅰ 収支報告書作成上の基本的な事項及び参考・・・・・ １～ ３ページ
Ⅱ 各 様 式 の 記 載 要 領・・・・・ ４～１４ページ
Ⅲ 提 出 の 際 の 添 付 書 類・・・・・・ １５ページ

Ⅰ 【 収支報告書作成上の基本的な事項 】
１ 用語 ・この記載要領の中で使用する基本的な用語

（特に断りがない限り）
法 →「政治資金規正法」
秋田県選管→「秋田県選挙管理委員会」 を指す。

２ 収支報告書の ※該当のない様式は、提出する必要がありません。
基本的な事項 該当する様式のみ、切り取って提出してください。

①必須提出様式
・令和７年中の収支がない（＝収入、支出ともに０円の）
場合

→提出する様式は次の４枚のみ
様式（その １）表紙

（その ２）収支の状況
（その１７）資産等の状況
（その２０）宣誓書

・上記４枚は、全ての政治団体で提出が必要
②特定の団体のみが提出する様式
「（その１４）経常経費（人件費を除く。）」の内訳
→「資金管理団体」及び「国会議員関係政治団体」

のみ
③領収書等写の提出が必要（本要領の１５ページを参照）
・国会議員関係政治団体・・１件１万円を超える支出

（人件費以外）
・資金管理団体 ・・・・・１件５万円以上の支出

（同 上）
・それ以外の団体・・・・・１件５万円以上の支出

（政治活動費関係のみ）

３ 秋田県選挙 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/15273

管理委員会の ・収支報告書、各種届出様式のダウンロードが可能
ホームページ ・具体的な収支報告書の記載例を掲載

→政治資金・政治団体

秋田県選挙管理委員会（市町村課選挙チーム）の連絡先
TEL ０１８（８６０）１１４５ FAX０１８（８６０）３８５８
E-mail senkan@pref.akita.lg.jp

〒０１０－８５７０
秋田市山王四丁目１－１(秋田県企画振興部市町村課内)

※ 記載方法等ご不明な場合は、どうぞお問い合わせください。
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政治資金収支報告書 ア（記載の時点）

の記載事項 ・令和７年１２月３１日（解散等の場合はその日）現在
（以下、単に「１２月３１日現在」と表記する。）
イ（記載内容）
・令和７年１月から１２月の１年間における全ての収入及び支出
(当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じて
された支出を含む｡)の総額、項目別の金額及び資産等並びに以下
に掲げる事項（これらの事項がないときは、その旨)を記載する。

・政治団体のうち法第18条の２第１項の規定による政治団体
（下記▲参照｡以下「特定パーティー開催団体」という｡）は、報告書
を提出する日現在で、当該特定パーティー開催団体の開催した政治
資金パーティーに係るすべての収入及び支出（予定されるものを含
む｡）の総額、項目別の金額及び以下に掲げる事項（これらの事項
がないときは、その旨）を記載する。
予定される収入又は支出を記載する場合、当該収入又は支出が予定
される収入又は支出である旨を「備考」に記載する。
・政治資金収支報告書は、政治資金規正法に基づいて政治団体の会計
責任者が作成・提出するもので、一方、公職選挙法に基いて選挙
運動費用を各選挙管理委員会に報告する選挙運動費用収支報告書は
別物である。政治資金収支報告書に直接の選挙運動費用が計上され
ることはないので、注意すること。

ウ（収支が全くない場合＝０円の場合）
・様式（その１）（その２）（その１７）（その２０）に必要事項を記
載して提出する。（提出書類は、この４枚のみで可。この４枚のみ
収支報告書の冊子から切り取って提出すること。）

エ（提出期限）
① 国会議員関係政治団体・・・・令和８年６月 １日（月）
② ①以外の政治団体 ・・・・令和８年３月３１日（火）
③ 解散した政治団体

解散の日から３０日以内(国会議員関係政治団体は､６０日以内)
④ 特定パーティー開催団体（下記▲）は､開催後３か月以内)
（▲「特定パーティー開催団体」とは
「政治団体以外の者」が特定パーティー(政治資金パーティーのう
ち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入が１千万円以上で
あるものをいう｡)になると見込まれる政治資金パーティーを開催
する場合、「当該政治団体以外の者」は、当該政治資金パーティ
ーについては政治資金パーティーを開催しようとする時から政治
団体とみなされる。これを「特定パーティー開催団体」という。）

収入及び支出の定義 オ（収入）
・金銭、物品、不動産その他の財産上の利益の収受
カ（支出）
・金銭、物品、不動産その他の財産上の利益の供与又は交付
※金銭以外の財産上の利益については、これを時価に見積った金額を
収支報告書に記載し、その根拠を「備考」に記載する。
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［参考１］
政治資金収支報告書の構成

全体 （その １）表紙（政治団体名、所在地等）
（その ２）収支の状況

（その ３）機関紙誌の発行その他の事業による収入
（その ４）借入金
（その ５）本部又は支部から供与された交付金に係る収入
（その ６）その他の収入
（その７①）寄附の内訳（個人からの寄附）
（その７②）寄附の内訳（法人その他の団体からの寄附）

収入 （その７③）寄附の内訳（政治団体からの寄附）
関係 （その ８）寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳

（その ９）政党匿名寄附の内訳
（その１０）機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定ﾊﾟｰﾃｨ-

の対価に係る収入の内訳
（その１１）政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
（その１２）政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払の

あっせんによるものの内訳

（その１３）支出項目別金額の内訳
支出 （その１４）経常経費（人件費を除く。）の内訳
関係 （その１５）政治活動費の内訳

（その１６）本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳

資産 （その１７）資産等の状況
関係 （その１８）資産等の項目別内訳

（その１９）不動産の利用の現況
（その２０）宣誓書
（第１５号様式）領収書等を徴し難かった支出の明細書
（第１６号様式）振込明細書に係る支出目的書

※ これらのうち、各団体が該当するものを提出していただきます。

［参考２］
政治資金規正法における政治資金収支報告書提出関係の規定の概要

第１２条第１項

政治団体の会計責任者は、毎年１２月３１日現在で、当該政治団体に係る

その年の収入、支出等を記載した報告書を、３か月以内に県選挙管理委員会に

提出しなければならない。

第１７条第２項
政治団体が２年連続して収支報告書及び提出すべき書面の提出を怠ったとき、

当該団体はその法定期限の経過後は、政治活動のための寄附を受けること及び
支出をすることができない。

第２５条第１項第１号

第１２条の規定に違反して報告書を提出しなかった者、一定の事項を記載せず、

若しくは虚偽の記入をした者は、５年以下の禁固又は１００万円以下の罰金に

処する。


























